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１【提出理由】

当社は、平成30年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年３月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

　　　　　　　期末配当に関する事項

　　　　　　 （1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

                 当社普通株式１株につき金25円50銭　総額23,271,443,667円

　　　　　　 （2）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　　　　平成30年３月30日

　

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、磯崎功典、西村慶介、三好敏也、石井康之、横田乃里也、有馬利男、荒川詔四、

岩田喜美枝及び永易克典の９名を選任する。

　

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、伊藤彰浩及び中田順夫の２名を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）

決議の結果

賛成比率
（％）

可否

 第１号議案

 剰余金の処分の件
7,020,147 9,220 4,344 96.17 可決

 第２号議案

 取締役９名選任の件
     

  磯崎　功典 6,923,837 105,683 4,301 94.85 可決

  西村　慶介 6,927,216 94,936 11,671 94.89 可決

  三好　敏也 6,927,832 94,320 11,671 94.90 可決

  石井　康之 6,928,223 93,929 11,671 94.91 可決

  横田　乃里也 6,924,458 97,694 11,671 94.86 可決

  有馬　利男 6,980,349 49,172 4,302 95.62 可決

  荒川　詔四 6,982,733 46,788 4,302 95.66 可決

  岩田　喜美枝 6,980,620 48,901 4,302 95.63 可決

  永易　克典 5,813,099 1,216,419 4,302 79.63 可決

 第３号議案

 監査役２名選任の件
     

  伊藤　彰浩 6,964,832 65,090 4,303 95.41 可決

  中田　順夫 6,990,360 39,556 4,309 95.76 可決
 

（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の総数は9,110,647個であります。

 ２　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

          第１号議案

　　　　　　　　　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成　

第２号議案及び第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数の賛成

　

(4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな

かった理由

 議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表

示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適

法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の

議決権の数は加算しておりません。

　以　上
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